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船
舶
油
濁
損
害
賠
償
保
障
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
四
〇
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
二
千
一
年
の
燃
料
油
に
よ
る
汚
染
損
害
に
つ
い
て
の
民
事
責
任
に
関
す
る
国
際
条
約
（
以
下
「
燃
料
油
条

約
」
と
い
う
。
）
及
び
二
千
七
年
の
難
破
物
の
除
去
に
関
す
る
ナ
イ
ロ
ビ
国
際
条
約
（
以
下
「
難
破
物
除
去
条
約
」
と
い

う
。
）
の
締
結
に
伴
い
、
船
舶
の
燃
料
油
の
流
出
又
は
排
出
に
よ
る
汚
染
等
に
よ
り
生
ず
る
損
害
（
以
下
「
一
般
船
舶
等
油
濁

損
害
」
と
い
う
。
）
及
び
難
破
物
の
除
去
等
に
要
す
る
費
用
の
負
担
に
よ
り
生
ず
る
損
害
（
以
下
「
難
破
物
除
去
損
害
」
と
い

う
。
）
に
関
し
、
こ
れ
ら
の
損
害
の
被
害
者
の
保
護
を
図
る
た
め
、
保
障
契
約
の
締
結
を
義
務
付
け
る
船
舶
の
範
囲
の
拡
大
、

保
険
者
等
に
対
す
る
被
害
者
の
直
接
請
求
に
関
す
る
規
定
の
整
備
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内

容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一

法
律
の
題
名
を
「
船
舶
油
濁
等
損
害
賠
償
保
障
法
」
に
改
め
る
こ
と
と
す
る
。

二

法
律
の
目
的
を
「
船
舶
油
濁
等
損
害
が
生
じ
た
場
合
に
お
け
る
船
舶
所
有
者
等
の
責
任
を
明
確
に
し
、
及
び
船
舶
油
濁
等

損
害
の
賠
償
を
保
障
す
る
制
度
を
確
立
す
る
こ
と
に
よ
り
、
被
害
者
の
保
護
を
図
り
、
あ
わ
せ
て
海
上
輸
送
の
健
全
な
発
達

に
資
す
る
こ
と
」
に
改
め
る
こ
と
と
す
る
。



- -2

三

一
般
船
舶
等
油
濁
損
害
が
生
じ
た
と
き
は
、
船
舶
所
有
者
等
は
、
連
帯
し
て
そ
の
損
害
を
賠
償
す
る
責
任
を
負
う
こ
と
と

し
、
難
破
物
除
去
損
害
が
生
じ
た
と
き
は
、
船
舶
所
有
者
は
、
そ
の
損
害
を
賠
償
す
る
責
任
を
負
う
こ
と
と
す
る
。

四

燃
料
油
条
約
の
規
定
に
よ
り
管
轄
権
を
有
す
る
外
国
裁
判
所
が
一
般
船
舶
等
油
濁
損
害
の
賠
償
の
請
求
の
訴
え
に
つ
い
て

し
た
確
定
判
決
は
、
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
す
る
。

五

一
般
船
舶
等
油
濁
損
害
賠
償
保
障
契
約
が
締
結
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
航
海
に
従
事
し
て
は
な
ら
な
い
船
舶
の
範
囲
を
拡
大

す
る
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
難
破
物
除
去
損
害
賠
償
保
障
契
約
が
締
結
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
航
海
に
従
事
し
て
は
な
ら
な

い
船
舶
の
範
囲
を
定
め
る
こ
と
と
す
る
。

六

一
般
船
舶
等
油
濁
損
害
又
は
難
破
物
除
去
損
害
の
被
害
者
は
、
当
該
賠
償
責
任
を
有
す
る
者
と
保
障
契
約
を
締
結
す
る
保

険
者
等
に
対
し
、
損
害
賠
償
額
の
支
払
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

七

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

八

こ
の
法
律
は
、
一
部
の
規
定
を
除
き
、
燃
料
油
条
約
及
び
難
破
物
除
去
条
約
が
日
本
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
か
ら

施
行
す
る
こ
と
と
す
る
。


